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第三者割当により発行される第１回新株予約権及び 
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年 11 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり第三者割当により発行される新株予約権

（以下「本新株予約権」といいます。）及び転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」とい

い、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。）の募集につ

いて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、本日付公表の「事業提携に関するお知らせ」も併せてご参照ください。 

記 

 

１．募集の概要 

 第１回新株予約権 

（１） 割 当 日 2025 年 12 月 15 日 

本引受契約（以下に定義する。）において、割当予定先は、払込期日

に、本引受契約に定める条件を充足することを前提として発行価額の総

額を払い込むことを合意します。 

（２） 新 株 予 約 権 の 総 数 15,552 個（本新株予約権１個当たり 140 円） 

（３） 新 株 予 約 権 

の 発 行 価 額 総額 2,177,280 円 

（４） 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 
・当初行使価額（643 円）における潜在株式数：1,555,200 株 

・下限行使価額（500 円）における潜在株式数：1,999,900 株 

（５） 調 達 資 金 の 額 1,002,170,880 円（差引手取概算額：995,170,880 円）（注） 

（内訳） 

本新株予約権発行分 2,177,280 円 

本新株予約権行使分 999,993,600 円 

（６） 行 使 価 額 １株当たり 643 円 

行使価額は、2026年６月 15日、2026年 12月 15日、2027年６月 15日、

2027 年 12 月 15 日、2028 年６月 15 日、2028 年 12 月 15 日、2029 年６

月 15 日、2029 年 12 月 15 日及び 2030 年６月 15 日（以下、個別に又は

総称して「修正日」という｡）において、修正日まで（当日を含む。）の

20 連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」と

いう。）における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果

１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。以下「修

正日価額」という。）が、修正日に有効な行使価額を１円以上下回る場
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合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上

記の計算の結果算出される金額が下限行使価額（以下に定義する。）を

下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。「下限行使

価額」とは、500 円をいう。 

（７） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による。 

（８） 割 当 予 定 先 YB-3 投資事業組合 

（９） そ の 他 当社は、YB-3 投資事業組合（以下「割当予定先」といいます。）との間

で、本日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約

（以下「本引受契約」といいます。）を締結します。本引受契約におい

て、以下の内容が定められます。なお、本新株予約権を割当予定先に割

り当てる日は 2025 年 12 月 15 日とします。 

(i) 割当予定先は、当社と本引受契約締結後に別途合意した場合を除
き、本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使又は転換により交付さ
れた又は交付されることとなる当社の普通株式の累計数（但し、全ての
行使又は転換が当初の行使価額又は転換価額において行われたと仮定し
て算出される株式数とします。）の、全ての本新株予約権及び本新株予
約権付社債の当初の目的となる当社の普通株式の株式数に占める比率
が、以下の各期間に応じて定められた値を超えることとなる本新株予約
権及び本新株予約権付社債の行使又は転換はしないものとします。 
(1) 2026年６月15日まで：０％ 
(2) 2026年６月16日から2027年12月15日まで：33％ 
(3) 2027年12月16日から2028年12月15日まで：50％ 
(4) 2028年12月16日から2030年12月15日まで：100％ 
(ii) 割当予定先は、本新株予約権に係る行使請求を行おうとする日に
おいて当該日の前取引日（東京証券取引所において売買立会が行われる
日をいいます。以下同じ。）における当社普通株式の普通取引の終値
（当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引
日における終値）が、本新株予約権の当該行使請求をしようとする日に
おいて有効な行使価額の113.48％に相当する金額（１円未満は切り捨て
ます）を下回る場合には、本新株予約権を行使しません。 
(iii) 上記(i)及び(ii)にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生し
た場合、割当予定先は、本新株予約権の行使をできるものとします。 
(1) 発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合 
(2) 公開買付開始事由（以下に定義する）が生じた場合 
(3) 本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなか

ったことが判明した場合 
(4) 当社が割当予定先の本新株予約権を行使することに合意した場合 
(5) 東京証券取引所における当社の普通株式の取引が５取引日以上の期

間にわたって停止された場合 
(6) 当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に重大な点において違反

した場合 
(7) 当社が有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・適

法に提出しなかった場合 

（注） 調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行使

されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われ

ない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。 

 

 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（１） 払 込 期 日 2025 年 12 月 15 日 

本新株予約権付社債を割り当てる日は 2025 年 12 月 15 日とする。 

なお、本引受契約において、割当予定先は、払込期日に、本引受契約

に定める条件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込む
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ことを合意します。 

（２） 新株予約権の総数 49 個 

（３） 社債及び新株予約権 

の 発 行 価 額 

本社債の金額 100 円につき金 100 円 

但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないも

のとする。 

（４） 当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

・当初転換価額（643 円）における潜在株式数：2,324,200 株 

・下限転換価額（500 円）における潜在株式数：2,989,000 株 

（５） 調 達 資 金 の 額 1,494,500,000 円（差引手取概算額：1,487,500,000円） 

（６） 行 使 価 額 

又 は 転 換 価 額 

１株当たり 643 円 

行使価額は、修正日において、当該修正日まで（当日を含む。）の 20

連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切

り上げた金額。）（修正日価額）が、修正日に有効な転換価額を１円以

上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正され

る。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額（以下に

定義する。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額とす

る。「下限転換価額」とは、500 円（当初転換価額に 77.76％を乗じた

額）とする。 

（７） 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。 

（８） 割 当 予 定 先 YB-3 投資事業組合 

（９） そ の 他 当社は、割当予定先との間で、本日付で、本新株予約権及び本新株予

約権付社債に係る引受契約（本引受契約）を締結します。なお、本転

換社債型新株予約権を割当予定先に割り当てる日は 2025 年 12 月 15 日

とします。 

(i) 割当予定先は、当社と本引受契約締結後に別途合意した場合を除
き、本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使又は転換により交付
された又は交付されることとなる当社の普通株式の累計数（但し、全
ての行使又は転換が当初の行使価額又は転換価額において行われたと
仮定して算出される株式数とします。）の、全ての本新株予約権及び本
新株予約権付社債の当初の目的となる当社の普通株式の株式数に占め
る比率が、以下の各期間に応じて定められた値を超えることとなる本
新株予約権及び本新株予約権付社債の行使又は転換はしないものとし
ます。 
(1) 2026年６月15日まで：０％ 
(2) 2026年６月16日から2027年12月15日まで：33％ 
(3) 2027年12月16日から2028年12月15日まで：50％ 
(4) 2028年12月16日から2030年12月15日まで：100％ 
(ii) 割当予定先は、本転換社債型新株予約権に係る行使請求を行おう
とする日において当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引
の終値（当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直
近の取引日における終値）が、本転換社債型新株予約権の当該行使請
求をしようとする日において有効な転換価額の113.48％に相当する金
額（１円未満は切り捨てます）を下回る場合には、本転換社債型新株
予約権を行使しません。 
(iii) 上記(i)及び(ii)にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生し
た場合、割当予定先は、本新株予約権付社債の転換をできるものとし
ます。 
(1) 発行要項に規定する繰上償還事由に該当する場合 
(2) 公開買付開始事由（以下に定義する）が生じた場合 
(3) 本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていな

かったことが判明した場合 
(4) 当社が割当予定先の本転換社債型新株予約権を行使することに合

意した場合 
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(5) 東京証券取引所における当社の普通株式の取引が５取引日以上の
期間にわたって停止された場合 

(6) 当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に重大な点において違
反した場合 

(7) 当社が有価証券報告書若しくは半期報告書又は決算短信を適時・
適法に提出しなかった場合 

 

２．募集の目的及び理由 

当社グループは、「環境との共生のもと企業の発展を通じて社会に貢献する」「品質優先に徹し、顧客の信

頼に応える」「人間性を尊重し、夢と活力のある職場を創造する」という経営理念を掲げ、創業以来、モビリ

ティ社会の発展に貢献してまいりました。エンジンバルブやバルブリフター、精密鍛造歯車など、モビリテ

ィの心臓部を支える重要部品の製造・販売を通じて、人々の安心・安全な移動を陰で支えてきたことは、当

社の理念の具体的な実践です。現在では、日本国内に３拠点、海外にアジア・北米・欧州を含め 15 拠点の計

18 拠点を構え、グローバルに事業を展開する企業へと成長しております。2025 年３月期の連結売上高に占め

る海外売上比率は約 64％に達しており、日本国内売上の約 1.8 倍を海外で計上するなど、地産地消型の供給

体制によって真のグローバル企業体質を実現しております。 

一方、当社を取り巻く事業環境に目を向けますと、自動車業界では電動化（ＥＶ化）や自動運転、ソフト

ウェア定義型車両（ＳＤＶ）への大きな潮流が進み、カーボンニュートラルなど企業のサステナビリティへ

の取り組みがこれまで以上に重要となっております。加えて、昨今の急激な為替変動や資源・原材料価格の

高騰、地政学的リスクによる供給網の不安定化、中国経済の停滞などにより、当社を含む自動車部品メーカ

ーの事業コストや受注環境には不確実性が高まっております。こうした環境の中で当社グループは、企業の

存在価値と事業の成長を将来にわたり確保すべく、2019 年から 2030 年までの 10 年間を視野に入れた中長期

経営ビジョン「NITTAN Challenge 10」（以下「ＮＣ１０」）を策定いたしました。 

当社は現在、中長期経営ビジョン「ＮＣ１０」の折り返し地点を迎えております。これまでの期間におい

ては、2020 年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大や、自動車業界における半導体不足など、想定を超え

る外部環境の変化が重なり、当初掲げた目標には現時点で十分に到達していない状況です。また、電動化の

急速な進展を前提に策定した戦略についても、内燃機関に対する継続的な需要という新たな市場予測を受け、

見直しを迫られるなど、事業環境は大きく変化しております。こうした状況を踏まえ、当社は従来のオーガ

ニックな成長のみでは目標達成が困難であると認識し、外部リソースの積極的な活用による柔軟かつ多角的

な経営戦略の再構築を進めております。さらに、外部経営支援の導入により、客観的な視点から現状を分析

し、変化する市場環境に即した新たな成長戦略の策定を図っております。これらの施策を通じて、当社は組

織力の抜本的な強化、体制の最適化、そして環境変化に対応できる柔軟性の獲得を目指します。残り５年間

においては、実効性の高い計画を構築し、持続的な企業価値の向上を実現してまいります。 

 

中長期経営ビジョン「ＮＣ１０」において当社は、次の３つの目指す姿を掲げております。 

・多様な技術で脱炭素社会に大きく貢献できる企業 – 内燃機関部品メーカーであっても持ち前の技術力を

駆使し、モビリティ業界のカーボンニュートラル実現に貢献するという企業理念を掲げております。高

度な環境対応技術や製品開発を通じて社会課題の解決に寄与することを目指します。 

・グローバル展開し、地産地消を実現している企業 – 当社は世界 10 か国・18 拠点でグローバルに事業展

開し、各地域に根ざした地産地消型の供給体制を確立しております。これにより国際的な貿易障壁の影

響を受けにくい強靭な企業体質を実現しております。今後も、成長著しいインド市場への積極的な投資

を通じて、グローバル事業の基盤をさらに強化してまいります。 

・独自の技術で、他にはない製品を生み出す企業 – 当社グループは「挑戦・創造・スピード」をコーポレ

ートスローガンに掲げ、革新的でスピード感のある開発風土の醸成に努めております。長年培ってきた

鍛造・盛金・接合・加工の４つのコア技術を駆使してＮＩＴＴＡＮ特有の製品を世に送り出し、2024 年
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にＭ＆Ａでグループ化した株式会社ＮＩＴＴＡＮ恵那金属の切削加工技術や表面処理技術を加えること

で、さらなる独自技術の開発と他社にはない新製品の創出に取り組んでおります。当社の傘中空エンジ

ンバルブは他社では真似できない固有技術を用いており、次世代エンジンに不可欠な唯一無二の製品と

して高い評価をいただいております。これら技術や知的財産への投資と活用は中長期的な企業価値向上

に直結するものと捉えており、今後もビジネス拡大に必要な新たな知的財産や人材の発掘・獲得に積極

的に取り組んでまいります。 

 

当社は、上記の目指す姿を確実に遂行していくにあたり、事業ポートフォリオ経営体制の構築やＭ＆Ａの

実行、売上拡大及び収益性改善等が必要であると考えており、そのための資金調達及び各種施策に関して、

自社のリソースを活用するだけでなく外部との提携等が有効であると考えていたところ、当社の取引金融機

関である株式会社横浜銀行から、横浜銀行グループの中で投資コンサルティング業務を手掛ける横浜キャピ

タル株式会社（住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号、代表取締役社長：田邉 俊治）（以

下「横浜キャピタル」といいます。）にて新設した、当社のような上場企業に対して成長資金の提供及び企業

価値向上にコミットした経営支援を同時に提供する Yokohama Bridge 投資事業有限責任組合（以下

「Yokohama Bridge ファンド」という。）の紹介を受け、同社から当社グループへの事業上の支援や、横浜キ

ャピタルのグループネットワークを通じた情報提供、顧客紹介、及び資金調達に関する提案がありました。

当社は、2025 年４月頃から横浜キャピタルと情報交換やヒアリング等をするとともに、同社と協議を続け、

同社からの具体的な提案に加え、同社が企業価値向上に関して複数の支援実績があることも踏まえ慎重に検

討を重ねた結果、当社が認識している経営課題に取り組むにあたり高度な経営支援を受けられること、下記

「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、

Yokohama Bridgeファンドから提案を受けた第三者割当の方法による本新株予約権及び本新株予約権付社債の

発行が当社に最も適した資金調達方法であると考えたことから、横浜キャピタルとの間で、①事業ポートフ

ォリオ経営体制の構築及び実行支援、②Ｍ＆Ａ候補の探索及び実行支援、及び③売上拡大施策及び収益性改

善施策の実行支援を主な提携内容とする事業提携を行うとともに、同社が運用を行うファンドに対する第三

者割当の方法による新株予約権及び新株予約権付社債の発行を行うことが当社グループの企業価値の向上に

最も適した提案であると判断し、本日の取締役会にて横浜キャピタルとの間で事業提携を行うことを決定い

たしました。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

2,496,670,880 14,000,000 2,482,670,880 

（注） １．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

２．発行諸費用には主に財務代理人報酬、弁護士報酬、第三者評価機関への報酬、反社会的勢力に関

する調査費用、印刷・登記等の事務費用などが含まれます。 

３．払込金額の総額は、発行する全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出した金額です。な

お、本新株予約権が行使期間内に行使されない場合や、当社が取得した本新株予約権を消却した

場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は上記金額から減少します。 

４．発行諸費用の概算額は、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額及び本新株予約権付社債に係る

発行諸費用の概算額を合算した金額であり、差引手取概算額は、本新株予約権に係る差引手取概

算額及び本新株予約権付社債に係る差引手取概算額を合算した金額であります。 
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（２）調達する資金の具体的な使途 

差引手取概算額 2,482,670,880 円の具体的な使途の内訳については以下のとおりです。調達した資金は以

下の各資金使途の支出予定時期において、①、②、③の順に優先して充当する予定です。 

なお、調達した資金は、実際の支出までは当社が当社銀行口座にて安定的な資金管理を図ります。 

本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、

払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 

 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① インドへの戦略的投資 
1,200 

（本新株予約権付社債 1,200） 
2026 年２月～2026 年 12 月 

② Ｍ＆Ａ資金 
995 

（本新株予約権 995） 
2026 年６月～2031 年３月 

③ 自己株式取得資金 
287 

（本新株予約権付社債 287） 
2026 年４月～2029 年３月 

 

＜手取金の使途について＞ 

① インドへの戦略投資 

インドは、2023 年に人口が中国を抜き世界最大となったうえ、同国では内燃機関車両が世界で最も長期

にわたり多数残存すると予測されております。当社も現地大手自動車メーカーである Hyundai Motor India

社（HMI社）、マヒンドラ＆マヒンドラ社、Hero社、Royal Enfield社などから新規案件の引き合いを受けて

おり、インド市場を重要な成長市場と位置づけております。そのため、当社グループはインド市場において

既存拠点を拡充すべく、現在 HMI 社向け新規受注に対応した生産ラインの増設に向けた投資を進めておりま

す。この投資は段階的に実行していくことを計画しており、まず 2027 年度までに第１段階の投資を実行し、

その後の需要拡大に備えて 2028 年度以降に第２段階の追加投資を実施することを計画しております。この

ように、成長著しいインド市場への積極的な投資を通じて、グローバル事業の基盤を一層強化するため、本

新株予約権付社債の発行により調達する資金の一部については、生産ラインの増設に向けた第１段階の投資

に係る資金として、2026 年２月から 2026 年 12 月までの間に 1,200 百万円を支出する予定です。 

 

② Ｍ＆Ａ資金 

当社グループは、持続的な成長の実現に向けて、Ｍ＆Ａを成長戦略の重要な柱の一つとして位置づけてい

ます。 

2024 年 10 月には、機械加工や表面処理技術に強みを持つ株式会社恵那金属製作所（現商号：株式会社Ｎ

ＩＴＴＡＮ恵那金属。岐阜県中津川市、創業 1946 年）を完全子会社化いたしました。当該子会社化は、当

社グループと株式会社恵那金属製作所の技術やノウハウを融合し、これまでにない新しい価値を生み出すこ

とと、専門知識を有した優秀な人材確保を目的としたものであり、特に異業種分野や電動化分野での事業拡

大に向けた取り組みを進めております。また、当社では、こうしたＭ＆Ａを単なる企業買収ではなく、技術

の相互補完・生産体制の強化・新市場への参入加速といった“成長の仕組みづくり”として位置づけていま

す。今後も、将来の市場変化を見据えながら、中長期的な企業価値の向上を目的としたＭ＆Ａを積極的に展

開することを計画しており、横浜キャピタルとの間で今般実施する事業提携の一環としても同社からＭ＆Ａ

候補の探索及び実行支援を受ける予定です。Ｍ＆Ａに関し、現時点で具体的に進展している案件はありませ

んが、Ｍ＆Ａ候補の事業領域としては自動車業界を優先的に検討しております。また、Ｍ＆Ａにおいては候

補先との交渉から実行にかけてのスピード感を持った取組みが不可欠であると考えており、さらに、仮にそ

のような案件が成約・実行に至った場合には、特定のタイミングに多額のキャッシュが必要となるところ、

現在の世界情勢の混乱や金融市場の不透明感等に鑑みれば、将来当社が必要とする時機において今回のよう
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な資本調達をできるか否かは予測困難であり、仮にそのような調達が困難となる場合は、当社が計画する成

長投資が実行できない可能性があります。以上のような理由から、当社グループの成長に繋がる案件が出現

した際の機会損失リスクを避け、機動的に実行することができるようにするため、前もって資金調達を行う

ものであります。Ｍ＆Ａは、今後３か年の間に、その規模により一件又は複数件実行することを計画してお

り、本新株予約権の発行により調達する資金の一部については、2026 年６月から 2031 年３月までの間に、

Ｍ＆Ａ資金として 995 百万円を支出する予定です。今後、具体的な案件が決まり次第、速やかに適時開示を

行ってまいります。 

なお、本②における資金使途につきましては、適切な案件が見つからず、実現に至らない可能性がありま

す。上記支出予定時期内に上記金額を要するＭ＆Ａを実施しなかった場合、当該金額は上記①の使途に追加

的に充当する予定です。 

 

③ 自己株式取得資金 

当社は、中長期経営ビジョン「ＮＣ１０」の目標達成を目指し、「VISIONⅠ」「VISIONⅡ」の各施策に取り

組んでまいりました。また、保有資産を有効活用し、企業の競争力向上につなげるため投資有価証券売却も

実施しております。 

そうした施策の一つとして、当社は、企業価値の一層の向上を図るため、自己株式取得を行うことも検討

しております。本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行並びに自己株式の取得は、当社の中長期経営ビ

ジョンに基づき、成長投資と株主還元のバランスを取った資本政策の実施の観点から行うものであり、具体

的には、本新株予約権の行使及び本新株予約権付社債の転換が段階的に実施されるため即時の希薄化が生じ

ないこと（割当日から半年間は行使・転換ができないとされていること）から既存株主の希薄化の影響は緩

やかなものとなっている一方で、これと並行して資本効率の改善（株主資本利益率（ＲＯＥ）や１株当たり

当期純利益（ＥＰＳ）等の改善）を企図した自己株式取得を実施することで、本新株予約権及び本新株予約

権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和しつつ、企業価値の一層の向上を図ることをそ

の狙いとしております。これにより、短期的には資本効率の改善を達成しつつ、長期的には成長投資に基づ

く事業成長による企業価値拡大を達成することが可能となると考えております。なお、現時点で一定の手元

資金がありますが、当該手元資金は他の資金需要（設備投資、人材投資や技術投資など）への充当を見込ん

でいることに加え、財務の柔軟性・安定性維持の観点から多様な資金調達手段を確保しておくことも必要で

あることから、手元資金を自己株式取得資金に充当することは適当ではないと考えております。 

以上のとおり、2026 年４月から 2029 年３月までの間に、287 百万円を自己株式取得資金として支出する

予定であります。このような自己株式取得の実施予定期間については、市場環境等を踏まえて適切な実施時

期を検討する必要があることに加え、本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使期間及び転換期間と並行

して一定程度の期間をもって自己株式の取得を進めることで本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使・

転換に伴う希薄化を軽減させることを企図して設定しております。 

なお、自己株式取得の詳細について、具体的な取得方法、実施時期、取得総数、実施条件（株価水準・財

務指標・１株当たり取得金額等を含みます。）等は現時点で決定をしておりませんが、これらの事項に関し

て開示すべき事項が決定され次第速やかに開示いたします。但し、自己株式取得の実施の有無及び実施する

場合の規模は、市場環境等による影響を受けるため、取得価額の総額が予定の金額に達しない、又は自己株

式取得をしなかった場合の手取金の残額は、上記②に関連した将来的なＭ＆Ａ費用（アドバイザリー費用を

含みます。）に充当する予定であります。 

 

なお、本新株予約権が行使期間内に行使されず計画していた資金が不足した場合には、自己資金の活用や

金融機関からの追加借入等により不足分を賄い、各施策を確実に遂行してまいります。 
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＜新株予約権及び新株予約権付社債による資金調達を選択する理由＞ 

当社は、企業価値向上と持続的な成長のための必要資金を確保するに当たり、複数の資金調達方法を検討

いたしました。その結果、以下の理由により第三者割当の方法による本新株予約権及び本新株予約権付社債

の発行が最も適した調達方法であるという結論に至りました。 

① 公募増資又は第三者割当の方法による新株式の発行により資金調達を行う場合、一度に新株式を発

行して資金調達を完了させることができ、かつ償還の必要がない反面、発行済株式数の増加が即時に

発生するため、株価に大きな影響を及ぼす可能性があります。一方、新株予約権及び転換社債型新株

予約権付社債による資金調達手法は、即時に希薄化が生じることがないことから、株価への影響が相

対的に軽減されることが期待されます。また、新株予約権付社債のみを発行する場合、当社が償還義

務を負う可能性のある負債が増えることから、資本性があり、かつ、希薄化の影響も抑制できる新株

予約権を併せて発行することといたしました。 

② 新株予約権による資金調達は、一般に、転換社債型新株予約権付社債と同様に即時の希薄化を避け

ることができる反面、当初想定していた時期、金額での資金調達ができない可能性があります。そこ

で、転換社債型新株予約権付社債と組み合わせることで、払込期日にまとまった資金調達（総額

1,496,677,280 円）ができることとしております。 

③ 銀行借入れにより調達した場合、満期での元本の返済が必要となるところ、転換社債型新株予約権

付社債では一般的に無利息で多額の調達が可能となり、かつ、将来的に株価が上昇し株式への転換が

進む場合には、額面相当額の返済を要せず、自己資本の増強や財務基盤を強化することが期待されま

す。 

 

＜本新株予約権及び本新株予約権付社債による資金調達スキームの長所及び短所＞ 

［長所］ 

① 新株予約権の行使時の払込金額が一定 

本新株予約権１個の行使に際し、出資される財産の金額は、64,300 円に固定されております。そのため、

行使価額が修正された場合であっても、本新株予約権１個が行使された際の払込金額が減少するおそれは

ありません。 

② 証券の発行時に一定の資金調達が可能 

本新株予約権付社債の発行により、証券の発行時に一定の資金を調達することが可能となります。 

③ 既存株主の利益への影響への配慮 

本新株予約権及び本新株予約権付社債については、複数回による行使・転換と行使・転換の分散が期待さ

れるため、希薄化が即時に生じる普通株式自体の発行とは異なり当社株式の供給が一時的に過剰となる事

態が回避されやすいと考えられること、本新株予約権の下限行使価額は 500 円、本新株予約権付社債の下

限転換価額は 500 円に設定されていること等の理由により、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行

による既存株主の利益への影響を一定程度抑えることができると考えております。 

④ 株価下落局面における行使・転換可能性を一定の範囲で確保できる 

本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使価額及び転換価額は、当初の行使価額及び転換価額に固定さ

れておらず、修正日において下方に修正され得ることとなっているため、当社株価が下落した局面におい

ても、株価水準次第では割当予定先による本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使・転換が行われる

ことが期待できると考えております。 

⑤ 財務健全性指標の上昇 

本新株予約権による調達金額及び本新株予約権付社債による調達金額のうち転換の対象となった金額はい

ずれも資本性の資金となるため、財務健全性指標が上昇します。 

［短所］ 

① 当初資金調達額が限定的 
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本新株予約権付社債部分については即座の資金調達が可能であるものの、本新株予約権については、新株

予約権者による権利行使があって初めて、本新株予約権の行使個数に出資金額を乗じた金額の資金調達が

なされるため、本新株予約権の発行当初に満額の資金調達が行われるわけではありません。 

② 資金調達完了までの期間の長さ・不確実性 

市場環境に応じて、本新株予約権付社債の転換完了及び本新株予約権の行使完了までには一定の期間が必

要となります。また、当社の株式の流動性が減少した場合には、行使完了までに時間がかかる可能性があ

ります。加えて、株価が本新株予約権の行使価額を下回って推移した場合、割当予定先による本新株予約

権の行使が期待できないため、事実上資金調達ができない仕組みとなっております。 

③ 株価低迷時に資金調達が当初の想定額を大きく下回る可能性 

本新株予約権については下限行使価額が 500 円に設定されているため、株価水準によっては権利行使が行

われない可能性があります。 

④ 転換が進まない場合に社債としての償還義務が発生 

本新株予約権付社債の転換が進まない場合、社債として償還するための資金が必要となる可能性がありま

す。 

⑤ 株価低迷時に最大交付株式数が増加すること 

本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数 15,552 個に出資金額 64,300 円を乗

じた金額を行使価額で除して得られる最大整数とされており、また、本新株予約権付社債の目的である株

数の総数の上限は、本社債の金額の総額を転換時において有効な転換価額で除して得られる数とされてい

ます。したがって、本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使価額及び転換価額が、当初行使価額及び

当初転換価額よりも低い金額に修正された場合、最大交付株式数が増加し、当初行使価額及び当初転換価

額に基づく希薄化率を超える可能性があります。 

⑥ 一時的な負債比率の上昇 

本新株予約権付社債については、発行時点においては会計上の負債であり資本には算入されず、一時的に

負債比率が上昇します。 

⑦ 株価上昇時においては資金調達額の増加のメリットを享受できないこと 

本新株予約権の行使価額が修正される場合であっても、修正後の行使価額は当初行使価額が上限となって

おります。したがって、行使価額の修正日において、当該修正日までの 20 連続取引日の東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が当初行使価額を上回る場合でも、行使価額は修正され

ず、最大交付株式数及び希薄化率は減少せず、資金調達額の増加のメリットを享受できません。 

 

また、株式価値の希薄化が生じる時期を可能な限り遅らせることができるよう割当予定先と協議した結果、

本新株予約権及び本新株予約権付社債の調達資金による企業価値向上と持続的な成長を確認するために相当

な期間における行使又は転換の制限として、当社と本引受契約締結後に別途合意した場合を除き、本新株予

約権及び本新株予約権付社債の行使又は転換により交付された又は交付されることとなる当社の普通株式の

累計数（但し、全ての行使又は転換が当初の行使価額又は転換価額において行われたと仮定して算出される

株式数とする。）の、全ての本新株予約権及び本新株予約権付社債の当初の目的となる当社の普通株式の株

式数に占める比率が、以下の各期間に応じて定められた値を超えることとなる本新株予約権及び本新株予約

権付社債の行使又は転換はしない旨を本引受契約で合意します（但し、上記「１．募集の概要 第１回新株

予約権 （９）その他」の(iii)及び「１．募集の概要 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 （９）

その他」の(iii)に記載した事由に該当する場合は除く。）。 

① 2026 年６月 15 日まで：０％ 

② 2026 年６月 16 日から 2027 年 12 月 15 日まで：33％ 

③ 2027 年 12 月 16 日から 2028 年 12 月 15 日まで：50％ 

④ 2028 年 12 月 16 日から 2030 年 12 月 15 日まで：100％ 
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また、割当予定先は、本新株予約権又は本転換社債型新株予約権に係る行使請求を行おうとする日におい

て、当該日の前取引日における発行会社普通株式の普通取引の終値（当該日の前取引日に終値がない場合に

は、当該日に先立つ直近の取引日における終値）が、本新株予約権又は本転換社債型新株予約権の当該行使

請求をしようとする日において有効な行使価額の 113.48％に相当する金額（1 円未満は切り捨てる）を下回

る場合には、本新株予約権又は本転換社債型新株予約権を行使しない旨を本引受契約で合意します（但し、

上記「１．募集の概要 第１回新株予約権 （９）その他」の(iii)及び「１．募集の概要 第１回無担保

転換社債型新株予約権付社債 （９）その他」の(iii)に記載した事由に該当する場合は除く。）。 

一方で、割当予定先は、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことで得られるキ

ャピタルゲインを獲得すること（本新株予約権を行使し、また、本新株予約権付社債を普通株式に転換した

上で売却する際における投資資金の回収）を目的としていることから、本新株予約権及び本新株予約権付社

債の行使価額又は転換価額は、上方修正はされない設計としております。当該目的及び当該設計により、本

新株予約権及び本転換社債型新株予約権の行使が可能な期間において、当社普通株式の株価等を勘案の上で

割当予定先が適切と判断した時点で、株式への転換が行われることとなります。 

以上の点により、既存株主の利益に配慮することを前提に当社の資金ニーズに対応しながら、当社の中長

期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を目指すことが割当予定先の利益にもつながるため、本引受契約

を締結した上で、第三者割当の方法により本新株予約権及び本新株予約権付社債を発行することが最も適し

た調達方法であるという結論に至りました。 

 

４．調達する資金使途の合理性に関する考え方 

本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行による調達資金を上記「３．調達する資金の額、使途及び支

出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することにより、企業価値の向上と

株主利益の最大化につながることから、当社の経営上合理的なものであると考えております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 
① 本新株予約権 

当社は、本新株予約権の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立し

た第三者機関の候補先複数社と協議の上で比較検討を行い、諸般の事情を総合考慮した結果、株式会社プル

ータス・コンサルティング（代表者：野口真人、住所：東京都千代田区霞が関三丁目２番５号）（以下「プ

ルータス」といいます。）に本新株予約権及び本新株予約権付社債の価値算定を依頼いたしました。その上

で、プルータスから 2025 年 11 月 27 日付で本新株予約権及び本新株予約権付社債の評価報告書（以下「本

評価報告書」といいます。）を受領いたしました。プルータスは、本新株予約権の発行要項等に定められた

諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、モンテカルロ・シミュレーションを

用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、プルータスは、本新株予約権の発行要項等に定められ

た諸条件及び評価基準日（2025年 11月 27日）の市場環境等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、配当

利回り、無リスク利子率等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前

提を仮定した上で、株式市場での売買出来高（流動性）を反映して、本新株予約権の公正価値を算定してお

ります。 

なお、本新株予約権の当初行使価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当予定先と

協議の結果、643 円（取締役会決議日の前営業日における当社普通株式終値 703 円に対して 8.53％のディス

カウント）と決定いたしました。この当初行使価額は、2025年 11月 27日を含みそれに先立つ過去１か月間

の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（小数点以下四捨五入。以下同じ。）と同額に設

定されており、発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはないことから、特に

不合理な水準ではないと考えております。当該基準については、特定の一時点を基準にするより、一定期間
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の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動や株価操作リスクを排除でき、算定根

拠としてより客観性が高く、公正性・透明性を確保することができると判断したためです。 

その上で、当社は、本新株予約権の発行価格（140 円）をプルータスによる価値評定価額と同額で決定し

ており、また、その算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から本新株予約権の発行条件

は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な金額であると判断いたしました。 

なお、当社監査役全員（４名中２名が社外監査役）は、発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、本新

株予約権に係る本評価報告書の結果及び取締役会での検討内容を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独

立した第三者算定機関であるプルータスが本新株予約権の算定を行っていること、プルータスによる本新株

予約権の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、本新株予約権の評価

額に影響を及ぼす可能性のある主要な事実をその評価の基礎とし、その算定過程及び前提条件等に関して不

合理な点は見当たらないこと、本新株予約権の払込金額とその公正な価値とは同額であることから、本新株

予約権の発行は割当予定先に特に有利な条件での発行には該当せず、適法かつ妥当であるとの意見を表明し

ております。 

 

② 本新株予約権付社債 

当社は、本新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から

独立した第三者機関であるプルータスに本新株予約権及び本新株予約権付社債の価値算定を依頼した上で、

2025年 11月 27日付で本評価報告書を受領いたしました。プルータスは、本新株予約権付社債の発行要項等

に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、モンテカルロ・シミュ

レーションを用いて本新株予約権付社債の評価を実施しています。また、プルータスは、本新株予約権付社

債の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日（2025年 11月 27日）の市場環境等を考慮し、当社の株

価、ボラティリティ、配当利回り、無リスク利子率等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利

行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高（流動性）を反映して、本新株予約

権付社債の公正価値を算定しております。 

なお、本新株予約権付社債の当初転換価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当予

定先と協議の結果、643 円（取締役会決議日の前営業日における当社普通株式終値 703 円に対して 8.53％の

ディスカウント）と決定いたしました。この当初転換価額は、2025年 11月 27日を含みそれに先立つ過去１

か月間の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値と同額に設定されており、発行決議日直前

取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはないことから、特に不合理な水準ではないと考えて

おります。当該基準については、特定の一時点を基準にするより、一定期間の平均株価という平準化された

値を採用する方が、一時的な株価変動や株価操作リスクを排除でき、算定根拠としてより客観性が高く、公

正性・透明性を確保することができると判断したためです。 

その上で、当社は、本新株予約権付社債の発行価格（各社債の金額 100 円につき金 100 円）をプルータス

による価値算定評価額（各社債の金額 100 円につき 99 円）を上回る価格で決定しております。また、本社

債に本転換社債型新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益と、本転換社債型新株予

約権自体の金融工学に基づく公正な価値とを比較し、本転換社債型新株予約権の実質的な対価が本転換社債

型新株予約権の公正な価値に概ね見合っていること、及びその算定手続について著しく不合理な点が認めら

れないこと等から、本新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額

であると判断いたしました。 

なお、当社監査役全員（４名中２名が社外監査役）は、発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、本新

株予約権付社債に係る本評価報告書の結果及び取締役会での検討内容を踏まえ検討し、当社及び割当予定先

から独立した第三者算定機関であるプルータスが本新株予約権付社債の算定を行っていること、プルータス

による本新株予約権付社債の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、

本新株予約権付社債の評価額に影響を及ぼす可能性のある主要な事実をその評価の基礎とし、その算定過程
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及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないこと、本新株予約権付社債に付された新株予約権の実質

的な対価は当該新株予約権の公正な価値に概ね見合っていることから、本新株予約権付社債の発行は割当予

定先に特に有利な条件での発行には該当せず、適法かつ妥当であるとの意見を表明しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権が当初行使価額によりすべて行使された場合に交付される当社普通株式の数 1,555,200 株

（議決権の数 15,552 個）及び本新株予約権付社債が当初転換価額によりすべて転換された場合に発行され

る当社普通株式の数2,324,200株（議決権の数23,242個）の合計数は3,879,400株（議決権の数38,794個）

であり、これは、2025年９月 30日時点の当社の発行済株式総数 28,978,860株及び 2025年９月 30日の当社

の総議決権の総数 287,741 個の 13.39％及び 13.48％（小数点以下第３位を四捨五入。以下同じ。）にそれぞ

れ相当します。 

しかし、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行により調達する資金を、上記「３．調達する資金の

額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり充当することにより、企

業価値向上と持続的な成長に資するものと考えていることから、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発

行による株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与えるものではなく、合理的であると判断しておりま

す。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（2025 年 11 月 28 日現在） 

（１） 名 称 YB-3 投資事業組合 

（２） 所 在 地 横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号 

（３） 設 立 根 拠 等 民法に規定する任意組合 

（４） 組 成 の 目 的 投資 

（５） 組 成 日 2025 年 10 月 31 日 

（６） 出 資 予 定 額 43,000,000 円 

（７） 
出資者・出資比率・

出 資 者 の 概 要 

Yokohama Bridge 投資事業有限責任組合 99.99％ 

横浜キャピタル株式会社 0.01％ 

（８） 

業務執行を行う組合

員 

の 概 要  

名 称 横浜キャピタル株式会社 

所 在 地 横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号 

代表者の役職・名称 代表取締役社長 田邉 俊治 

事 業 内 容 組合財産の運用及び管理 

資 本 金 の 額 ３億円 

（９） 
上場会社と当該ファ

ンドとの間の関係 

上場会社と当該ファ

ン ド と の 間 の 関 係 

当社並びに当社の関係者及び関係会社から当

該ファンドへは直接・間接問わず出資はあり

ません。 
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上場会社と業務執行

を行う組合員との間

の 関 係 

 

当社と当該ファンドの業務執行を行う組合員

との間には、記載すべき資本関係・人的関

係・取引関係はありません。 

また、2025 年 11 月 28 日付で、当社と割当予

定先の業務執行を行う組合員である横浜キャ

ピタルと間で本事業提携契約を締結します

が、他に、当社並びに当社の関係者及び関係

会社と当該ファンドの業務執行を行う組合

員、当該ファンドの出資者（現出資者を含

む。）並びに当該ファンドの業務執行を行う

組合員の関係者及び関係会社との間には、特

筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はあ

りません。 

※ 当社は、割当予定先及びその業務執行を行う組合員並びにその役員、並びに割当予定先の全出資者（以

下「割当予定先関係者」と総称する。）について、暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反社会的

勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者調査機関であるリスクプロ株式会社（代表

者：小板橋仁、住所：東京都千代田区九段南二丁目３番 14 号靖国九段南ビル 2F）に調査を依頼し、同

社からは、割当予定先及びその関係する法人又はその他の団体、関係する個人に関わる書類・資料の査

閲、分析、検証及び過去の行為・属性情報・訴訟歴・破産歴等の確認、各関係機関への照会並びに風評

収集、現地調査を行ったとの報告を受けております。なお、横浜キャピタルは、割当予定先の業務執行

を行う組合員であり、割当予定先における投資有価証券の取得、保有、管理・運用、処分及びこれらに

付帯する一切の事業に関する契約を行う権限を有しております。 

これらの調査の結果、上記調査対象者について反社会的勢力等や違法行為に関わりを示す該当情報が

無い旨の調査報告書を 2025 年 11 月７日付で受領しております 

したがって、当社は、割当予定先関係者が暴力団等の反社会的勢力とは一切関係がないと判断いたし

ました。なお、東京証券取引所に対して、割当予定先関係者が反社会的勢力とは一切関係ないことを確

認している旨の確認書を提出しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

本新株予約権及び本新株予約権付社債の割当予定先として YB-3 投資事業組合を選定した理由は次のとお

りです。 

上記「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、中長期経営ビジョン「ＮＣ１０」で掲げる３つの目

指す姿を確実に遂行していく方針です。かかる方針に基づく必要資金の調達及び財務戦略等について検討

するに際して、2025 年４月頃、当社の取引金融機関である株式会社横浜銀行のグループ会社である横浜キ

ャピタルにて新設した Yokohama Bridge 投資事業有限責任組合の紹介を受け、同社から当社グループへの

事業上の支援や、横浜キャピタルのグループネットワークを通じた情報提供、顧客紹介、及び資金調達に

関する提案がありました。また、株価や既存株主の利益に十分に配慮しながら必要資金を調達したいとい

う当社のニーズを充足しうるファイナンスの手法として、横浜キャピタルが運用を行うファンドである

YB-3 投資事業組合を割当予定先候補として紹介されました。当社は、様々な情報交換やヒアリング等によ

り検討を行った結果、YB-3 投資事業組合に対して本新株予約権及び本新株予約権付社債の第三者割当を行

うことにより、資金調達のみならず、当社が認識している経営課題の解消や中期経営戦略の遂行への高度

な経営支援を受けることができ、当社の企業価値の向上を図ることが可能であると判断しました。すなわ

ち、調達資金を、①インドへの戦略的投資、②Ｍ＆Ａ資金、及び③自己株式取得資金に充当することで、

企業価値向上と持続的な成長を図るとともに、横浜キャピタルの経営及び財務に関する専門知識に基づく
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戦略的なアドバイスと豊富なネットワークの活用とを両立させ、かつ、本新株予約権付社債の発行により

利息の負担がなく多額の資金を確実かつ迅速に調達できるとともに、本新株予約権が当社の想定通り行使

された場合には当社の財務基盤の強化に資するものであり、これらにより当社の企業価値の向上を図るこ

とができると判断し、YB-3 投資事業組合を第三者割当の割当予定先として、2025 年８月下旬に選定いたし

ました。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先が当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の

最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること（本新株予約権を行使し、また、本新株

予約権付社債を普通株式に転換した上で売却する際における投資資金の回収）を目的としているため、本

新株予約権及び本新株予約権付社債を割当後短期的な期間内に第三者に譲渡することはない方針である旨

の説明を割当予定先の業務執行組合員から口頭にて受けております。但し、本新株予約権の行使又は本新

株予約権付社債の転換により交付を受けることとなる当社普通株式については、当社グループの業績及び

配当状況、市場動向等を勘案しつつ売却する方針です。 

また、上記「１．募集の概要 第１回新株予約権 （９）その他」及び「１．募集の概要 第１回無

担保転換社債型新株予約権付社債 （９）その他」に記載のとおり、2025 年 12 月 16 日から 2026 年６月

15 日までの期間は、原則として、割当予定先は本新株予約権及び本新株予約権付社債の行使又は転換は

しない旨を本引受契約で合意します。 

なお、下記「（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容」に記載のとおり、割

当予定先は、本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換を行った場合には、行使又は転換により

取得した当社株式を売却し、売却で得た資金を本新株予約権の行使に充てるという行為を一括して又は繰

り返し行うことを予定しております。 

なお、本新株予約権及び本新株予約権付社債は、会社法第 236 条第１項６号に定める新株予約権の譲渡

制限はありませんが、当社と割当予定先が締結する本引受契約における制限として、割当予定先が本新株

予約権又は本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要

する旨を合意します（但し、本新株予約権付社債の発行価額の払込みに関して割当予定先に貸付けを行う

予定の金融機関に対して割当予定先が負担する一切の債務の担保のために本新株予約権付社債に質権を設

定すること、当該貸付けに係る契約上の当該金融機関の地位又は権利の譲渡に伴い当該質権が移転するこ

と、及び当該質権の実行により質権者が本新株予約権付社債を取得又は処分することについては、この限

りでないものとします。）。取締役会の決議による当社の承認をもって本新株予約権又は本新株予約権付社

債の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込原資確認、本新株予

約権若しくは本新株予約権付社債又はそれらの行使若しくは転換により取得する株式の保有方針の確認、

当社が割当予定先との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐこと

を確認し、譲渡承認が行われた場合には、その内容を開示いたします。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、本新株予約権及び本新株予約権付社債の割当予定先の発行価額の払込みに要する財産の存在に

ついては、本新株予約権及び本新株予約権付社債の割当予定先の取引銀行が発行する口座残高の写し

（2025年 11月 20日付）、並びに割当予定先が株式会社横浜銀行から取得した、別途協議の上定める具体的

条件（利率・期間・返済方法等）により、1,500,000,000 円を限度として融資を行う用意がある旨の融資

証明書（2025 年 11 月 19 日付）を入手し、その貸付期間、貸付形態、返済方法、貸付実行条件等を検討し、

当該融資が 2025 年 12 月中旬に実行される予定であること、並びに、割当予定先及び株式会社横浜銀行の

間において当該融資を実行するために支障となる重要な条件等がないことを確認しております。 

かかる確認結果を踏まえ、当社は、本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行価額の払込みに確実性
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があると判断しております。 

一方、本新株予約権の行使に必要な金額の全額を確認することはできておりませんが、割当予定先は、

本新株予約権の行使に当たって、基本的には、本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換を行い、

行使又は転換により取得した当社株式を売却し、売却で得た資金を本新株予約権の行使に充てるという行

為を一括して又は繰り返し行うことを予定しているため、現時点で本新株予約権の行使に必要な金額の全

額を確保しておくことが必要ではありません。また、当社は、割当予定先より、新株予約権の行使又は新

株予約権付社債の転換により取得した当該会社の株式を売却することで新株予約権の行使に必要な資金を

調達する旨を聴取により確認しております。 

 

（５）優先交渉権について 

本引受契約において、当社は、払込期日から 2030 年 12 月 15 日又は割当予定先が当社の株式又は新株

予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式（本段落において、以下「株式等」と総称する。）を保有し

なくなった日のいずれか早い日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株

式等の発行等をしてはならない旨、当社は、払込期日から 2030 年 12 月 15 日又は割当予定先が当社の株

式等を保有しなくなった日のいずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等の発行等をしようとす

る場合（当社又はその子会社の役職員を割当先とする譲渡制限付株式報酬やストック・オプションを発

行する場合を除く。）、当該第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、割当予定先に対して、

当該株式等の内容及び発行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて

引き受ける意向の有無を確認するものとし、割当予定先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該

第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行等する

ものとする旨の合意をします。 

 

（６）本新株予約権の取得請求権について 

当社が発行する株式について、①金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付

けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社の株式が上場されている全ての日本の金融商

品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し（但

し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社の株式の上場を維持するよう努力する旨を公表し

た場合を除く。）、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社の株式を取得した場合、②上場廃止事由

等（以下に定義する。）が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、③組織再編行為（以下に定

義する。）が当社の取締役会で承認された場合、④支配権変動事由（以下に定義する。）が生じた若しく

は生じる合理的な見込みがある場合、⑤スクイーズアウト事由（以下に定義する。）が生じた若しくは生

じる合理的な見込みがある場合、⑥東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる

合理的な見込みがある場合、又は⑦公開買付開始事由（以下に定義する。）が生じた場合には、割当予定

先は、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得

を請求することができるものとします（当該通知を送付した日を、本段落において「取得請求日」とい

う。）。当社は、当該取得請求に係る書面が到達した日の翌営業日から起算して５営業日目の日又は上場

廃止日のいずれか早い日において、本新株予約権１個当たりの払込金額と同額にて、当該取得請求に係

る本新株予約権を取得するものとします。 

「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第 601条第１項

各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権の割当日以降その事業年度の末日現在に

おける財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日か

ら起算して６か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいいます。 

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約

の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは

株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付
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計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社

の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいいます。 

「支配権変動事由」とは、特定株主グループ（当社の株券等（金融商品取引法第 27条の 23第１項に規

定する株券等をいう。）の保有者（同法第 27条の 23第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。）及びそ

の共同保有者（同法第 27条の 23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者と

みなされる者を含む。））の株券等保有割合（同法第 27 条の 23 第４項に規定する株券等保有割合をいう。）

が 50％超となった場合をいいます。 

「スクイーズアウト事由」とは、(i)当社の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、

当社の普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、(ii)当社の

特別支配株主（会社法第 179 条第１項に定義する。）による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承

認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は(iii)上場廃止を伴う当社の普通株式の併合を承認

する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいいます。 

「公開買付開始事由」とは、当社の普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けの開始又は

公開買付けの開始予定に係る公表（公開買付者によるもの及び対象者によるもののいずれも含み、また、

東京証券取引所の規則に基づく適時開示、金融商品取引法に基づく届出及び公開買付開始公告を含むが

これらに限られない。）がなされた場合をいいます。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

 

募集前（2025 年９月 30 日現在） 募集後 

イ ー ト ン コ ー ポ レ ー シ ョ ン 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営

業部） 

17.18％ 

イ ー ト ン コ ー ポ レ ー シ ョ ン 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営

業部） 

15.14% 

KSD-KB 

（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ

東京支店） 

4.78％ YB-3 投資事業組合 11.87% 

株 式 会 社 横 浜 銀 行 

（常任代理人 株式会社日本カストディ銀

行） 

4.52％ 

KSD-KB 

（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ

東京支店） 

4.21% 

岩谷産業株式会社 4.51％ 

株 式 会 社 横 浜 銀 行 

（常任代理人 株式会社日本カストディ銀

行） 

3.99% 

本田技研工業株式会社 4.28％ 岩谷産業株式会社 3.98% 

日本パーカライジング株式会社 3.81％ 本田技研工業株式会社 3.77% 

PHILLIP SECURITIES CLIENTS 

(RETAIL ） 

（常任代理人 フィリップ証券株式会社） 

3.67％ 日本パーカライジング株式会社 

3.36% 

INTERACTIVE BROKERS LLC       

（常任代理人 インタラクティブ・ブロー

カーズ証券株式会社) 

2.15％ 

PHILLIP SECURITIES CLIENTS 

(RETAIL ） 

（常任代理人 フィリップ証券株式会社） 

3.23% 

株式会社シンニッタン 1.79% 

INTERACTIVE BROKERS LLC       

（常任代理人 インタラクティブ・ブロー

カーズ証券株式会社) 

1.90% 

明治安田生命保険相互会社 1.56％ 株式会社シンニッタン 1.58% 

（注）１ 募集前の大株主及び持株比率は、2025 年９月 30 日現在の所有株式数を、同日の発行済株式総数

（自己株式を除く。以下注２において同じです。）で除して算出しております。 
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２ 募集後の大株主及び持株比率は、2025 年９月 30 日現在の発行済株式総数に、本新株予約権が当初

行使価額 643 円によりすべて行使され、また本新株予約権付社債が当初転換価額 643 円によりすべ

て転換された場合に交付される当社普通株式 3,879,400 株を加えて算定しております。 

３ 持株比率は、小数点以下第３位を四捨五入して表示しております。 

 

８．今後の見通し 

今回の第三者割当の方法による本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行が当社グループの今期の業績

に与える影響は軽微でありますが、当社は、今回の第三者割当の方法による本新株予約権及び本新株予約権

付社債の発行により、当社の自己資本の充実と財務基盤の健全化・強化を図りながら、今後横浜キャピタル

から得られる経営、財務、マーケティング、人事等に関するアドバイスにより、厳しい経済環境の下でも経

営改革を推し進めることができると考えております。 

 

９．企業行動規範上の手続に関する事項 

本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行は、①希釈化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を

伴うものではないこと（本新株予約権のすべてが行使され、かつ本新株予約権付社債のすべてが普通株式に

転換された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、東京証券取引所の定め

る有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（単位：百万円） 

 2023 年３月期 2024 年３月期 2025 年３月期 

連 結 売 上 高 41,876 49,478 51,446 

連 結 営 業 利 益 1,440 2,023 1,507 

連 結 経 常 利 益 1,759 2,482 1,896 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 391 601 630 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （ 円 ） 13.60 20.92 21.91 

１ 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） 9.00 12.00 12.00 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2025 年９月 30 日現在） 

種類 株式数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 28,978,860 株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
－ －％ 

下限値の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
－ － 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2023 年３月期 2024 年３月期 2025 年３月期 

始  値 285 円 252 円 375 円 

高  値 285 円 402 円 381 円 

安  値 243 円 247 円 208 円 

終  値 252 円 372 円 279 円 
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② 最近６ヶ月間の状況 

 2025 年 

６月 

2025 年 

７月 

2025 年 

８月 

2025 年 

９月 

2025 年 

10 月 

2025 年 

11 月 

始  値 306 円 378 円 461 円 593 円 577 円 647 円 

高  値 393 円 418 円 635 円 628 円 710 円 709 円 

安  値 301 円 353 円 445 円 536 円 516 円 587 円 

終  値 379 円 413 円 590 円 580 円 667 円 703 円 

（注）2025 年 11 月の株価については、2025 年 11 月 27 日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 2025 年 11 月 27 日現在 

始  値 672 円 

高  値 709 円 

安  値 672 円 

終  値 703 円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

11．発行要領 

別紙ご参照。 

以 上 
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別紙１ 

株式会社ＮＩＴＴＡＮ 

第１回新株予約権 

発行要項 

 

1. 本新株予約権の名称 

株式会社ＮＩＴＴＡＮ第１回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

 

2. 申込期日 

2025年 12月 15 日 

 

3. 割当日 

2025年 12月 15 日 

 

4. 払込期日 

2025年 12月 15 日 

 

5. 募集の方法 

第三者割当の方法により、すべての本新株予約権を YB-3投資事業組合に割り当てる。 

 

6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権１個の行使請求により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株

式を処分（以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。）する当社普通株

式の数は、64,300 円（以下「出資金額」という。）を当該行使請求の効力発生日において適用のあ

る行使価額で除して得られる最大整数とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が交付する

当社普通株式の数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額を当該行

使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除して得られる最大整数とする。但し、１株未

満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する（当社が単元株制度を採用

している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定

める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、１単元未満の株式はこ

れを切り捨てる。）。なお、かかる現金精算において生じた１円未満の端数はこれを切り捨てる。 

なお、本新株予約権の目的である株式の総数の上限は、本新株予約権の総数に出資金額を乗じた金

額を行使価額で除して得られる最大整数となる。ただし、第９項第(3)号又は第 10 項に従い、行使

価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は変更される。 

 

7. 本新株予約権の総数 

15,552 個 

 

8. 各本新株予約権の払込金額 

本新株予約権１個当たり金 140円（本新株予約権の払込総額金 2,177,280円） 

 

9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は、64,300 円とする。 

(2)本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額は、

643円とする（当該行使価額を、以下「行使価額」という。）。なお、行使価額は次号又は次項

第(1)号乃至第(8)号に定めるところに従い修正又は調整されることがある。 

(3) 2026 年６月 15 日、2026 年 12 月 15 日、2027 年６月 15 日、2027 年 12 月 15 日、2028 年６月
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15 日、2028年 12月 15 日、2029年６月 15日、2029 年 12 月 15 日及び 2030 年６月 15 日（以

下、個別に又は総称して「修正日」という｡）において、修正日まで（当日を含む。）の 20 連

続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株

式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り

上げた金額。以下「修正日価額」という。）が、修正日に有効な行使価額を１円以上下回る場

合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出

される金額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回る場合には、修正後の行使価額は下限

行使価額とする。「下限行使価額」とは、500円をいう（但し、下限行使価額は次項第(1)号乃

至第(8)号に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に

服する。）。 

 

10. 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数

に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「新株発

行等による行使価額調整式」という｡）により行使価額を調整する。 

 

 

 

 

(2) 新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその

調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

 (イ) 時価（本項第(4)号(ロ)に定義される。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社

普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償

割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株

式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、

会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を

除く。） 

  調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と

し、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）の翌日以降、又はかかる発行若し

くは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはそ

の日の翌日以降これを適用する。 

 (ロ) 株式の分割により普通株式を発行する場合 

  調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

 (ハ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又

は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合 

  調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全

部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適

用して算出するものとし、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最

終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。）の翌日以降又は（無償割当ての場

合は）効力発生日の翌日以降これを適用する。 

  但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の

翌日以降これを適用する。 

 (ニ) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

調整後 
行使価額 

既発行普通株式数 
× 

＋ 

＋ 
既発行普通

株式数 調整前 
行使価額 ＝ 

発行又は処分株式数 

時価 

発 行 又 は 
処分株式数 × 

１株当たりの発行

又は処分価額 
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されたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交

付する場合 

  調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

 (ホ) 上記(イ)乃至(ハ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基

準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、

上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以

降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日

までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権を有する者（以下「本新株予約

権者」という。）に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

 

 

  この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。 

(3) （イ） 当社は、本新株予約権の発行後、下記（ロ）に定める特別配当の支払いを実施する場

合には、次に定める算式（以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行

等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を

調整する。 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

時価 ― １株当たりの特別配当 

時価 

  「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最

終の基準日における本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数で除した金額をい

う。１株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第

２位を四捨五入する。 

(ロ) 「特別配当」とは、2030 年 12 月 15 日までの間に終了する各事業年度内に到来する配

当に係る各基準日につき、当社普通株式１株当たりの剰余金の配当（会社法第 455 条

第２項及び第 456条の規定により支払う金銭も含む。）の額（金銭以外の財産を配当財

産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。）に当

該基準日時点における本新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金

額の当該事業年度における累計額が、基準配当金（基準配当金は、2030 年 12 月 15 日

までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日

時点における本新株予約権１個当たりの目的である株式の数に 12を乗じた金額の当該

事業年度における累計額。）（当社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権

者と協議の上合理的に修正された金額）を超える場合における当該超過額をいう。 

(ハ) 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社

法第 454 条又は第 459 条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月 10

日以降これを適用する。 

(4) その他 

 (イ) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を

切り捨てる。 

 (ロ) 行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調

整後行使価額を適用する日（但し、本項第(2)号(ホ)の場合は基準日）又は特別配当

による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ

45 取引日（以下に定義する。）目に始まる 30 連続取引日の東京証券取引所における

× 交付普通 
株式数 ＝ 

調整前行使価額により 
当該期間内に交付された普通株式数 

調整後行使価額 
 

調整前 
行使価額 

調整後 
行使価額 － 
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当社普通株式終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。 

  この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨

てる。 

  「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東

京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限

（一時的な取引制限も含む。）があった場合には、当該日は「取引日」にあたらない

ものとする。 

 (ハ) 新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合

は、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数

から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使

価額の調整前に本項第(2)号、第(3)号又は第(8)号に基づき交付されたものとみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。

また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による行使価額調

整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式

に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする｡ 

 (ニ) 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満に

とどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調

整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整

前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するもの

とする。 

(5) 本新株予約権の発行後、本項第(6)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる

場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する

当社普通株式の処分における払込金額（本項第(6)(ロ)の場合は、取得請求権付株式に係る取

得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式１株当たりの

対価、本項第(6)号(ハ)の場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合

の当社普通株式１株あたりの対価（総称して、以下「取得価額等」という。）をいう。）が、

本項第(6)号において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を

下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額（但し、調整後行使価額が

500 円を下回ることとなる場合には、500円とする。）に調整される。 

(6) 本項第(5)号により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。 

 (イ) 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合

（但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その

他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場

合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を

交付する場合を除く｡） 

  調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と

する｡）の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利

を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

 (ロ) 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与す

る場合 

  調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と

し、新株予約権の場合は割当日とする。）の翌日以降又は（無償割当ての場合は）効

力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるた
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めの基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

 (ハ) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む｡）の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合 

  調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

 (ニ) 本号(イ)及び(ロ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基

準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、

本号(イ)及び(ロ)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以

降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日

までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、本項第(2)号（ホ）

に定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。 

(7) 本項第(1)号、第(3)号及び第(5)号のうち複数の規定に該当する場合、調整後行使価額がより

低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。 

(8) 本項第(2)号、第(3)号及び第(6)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる

場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整

を行う。 

 (イ) 株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために行使価額

の調整を必要とするとき。 

 (ロ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。 

 (ハ) 当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使

価額の調整を必要とするとき。 

 (ニ) 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する

必要があるとき。 

(9) 前項第(3)号により行使価額の修正を行う場合、又は本項第(1)号乃至第(8)号により行使価額

の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調

整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株

予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、

適用の日以降速やかにこれを行う。 

 

11. 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権者は、2025年 12月 16 日から 2030年 12月 15日（但し、第 13項に従って当社が本新

株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日（振替機関の休

業日でない日をいう。以下同じ。））までの間（以下「行使期間」という。）、いつでも、本新株予約

権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業

日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。 

上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。 

(1) 当社普通株式に係る株主確定日（会社法第 124 条第１項に定める基準日をいう。）及びその前

銀行営業日 

(2) 振替機関が必要であると認めた日 

(3) 組織再編行為（以下に定義する。）をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当

社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から 14 日以内の日

に先立つ 30 日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。こ

の場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。 

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収

分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換

契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得
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することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、か

かる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるも

のをいう。 

 

12. その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 

13. 本新株予約権の取得事由 

当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換、株式移転

若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券取引所において当社の普

通株式が上場廃止とされる場合、会社法第 273条の規定に従って 15取引日前に通知をしたうえで、

当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり 140 円の価額で、本新株予約権者（当社

を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

 

14. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１

円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)

記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

15. 本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第 11 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に

第 19 項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項を FAX、電子メール又

は当社及び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法その他合理的な方法により通

知するものとする。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額の全額を、現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社の口座に振

り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部

の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額

が前号に定める口座に入金された日に効力が発生する。 

 

16. 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要さないものとする。 

 

17. 新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

 

18. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当予定先との間で締結される引受契約の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映

できる価格算定モデルとして、モンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実

施している。また、評価基準日現在の市場環境等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、配当利

回り、無リスク利子率等について一定の前提を置き、また、流動性を考慮し、かつ、割当予定先の

権利行使行動等について一定の前提を仮定して第三者算定機関が評価した結果を参考に、本新株予

約権１個の払込金額を金 140 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
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額は第９項に記載のとおりとし、行使価額は、2025年 11月 27日を含みそれに先立つ過去１ヶ月間

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値と同額とした。 

 

19. 行使請求受付場所 

株式会社ＮＩＴＴＡＮ 総務部 

 

20. 払込取扱場所 

横浜銀行 秦野支店 

21. 新株予約権行使による株式の交付 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の４銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又

は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。 

 

22. その他 

(1) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 

(2) その他本新株予約権の発行に関して必要な一切の事項の決定は、当社代表取締役社長に一任

する。 

(3) 当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の

措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

以  上 
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別紙２ 

株式会社ＮＩＴＴＡＮ 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

発行要項 

 

1. 募集社債の名称 

株式会社ＮＩＴＴＡＮ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」と

いい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本新株予約権」という。） 

 

2. 募集社債の総額 

 金 1,494,500,000 円 

 

3. 各社債の金額 

金 30,500,000 円の１種。各社債の口数は 49 口とし、本社債は、各社債の金額を単位未満に分割す

ることができない。 

 

4. 社債、株式等の振替に関する法律の適用 

本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規

定の適用を受け、振替機関（第 21 項に定義される。以下同じ。）の振替業に係る業務規程その他の

規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に従い本新株予約権付社債の社債権者（以下

「本新株予約権付社債権者」という。）が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合

を除き、本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新

株予約権付社債に係る新株予約権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名

式とし、本新株予約権付社債権者は、かかる新株予約権付社債券を記名式とすることを請求するこ

とはできない。 

 

5. 払込金額 

各社債の金額 100 円につき金 100円 

但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

 

6． 新株予約権又は社債の譲渡 

本新株予約権付社債は、会社法第 254 条第２項本文及び第３項本文の定めにより、本新株予約権又

は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 

 

7． 利率 

年率 1.0％。 

 

8． 担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に

留保されている資産はない。 

 

9． 申込期日 

2025年 12月 15 日 

 

10．本新株予約権の割当日 

2025年 12月 15 日 
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11．本社債の払込期日 

2025年 12月 15 日 

 

12．募集の方法 

第三者割当の方法により、すべての本新株予約権付社債を YB-3投資事業組合に割り当てる。 

 

13. 本社債の償還の方法及び期限 

(1) 満期償還 

本社債は、2030 年 12 月 15 日（満期償還日）にその総額を各社債の金額 100 円につき金 100

円で償還する（満期償還日が東京における銀行休業日にあたるときは、その償還を満期償還

日の直前の銀行営業日に繰り上げるものとする。）。但し、繰上償還の場合は、本項第(2)号に

定める金額による。 

(2) 繰上償還 

(イ) 当社に生じた事由による繰上償還 

① 組織再編行為による繰上償還 

組織再編行為（以下に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合（株主総会の

承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされ

た日を、以下「組織再編行為承認日」という。）において、承継会社等（以下に定義

する。）の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本

新株予約権付社債権者に対して償還日（当該組織再編行為の効力発生日前の日とす

る。）の 30 日前までに通知のうえ、残存する本社債の全部（一部は不可）を、以下の

償還金額で繰上償還するものとする。 

 

上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ（以下に定義する。）が 100％を超

える場合には、各社債の金額 100 円につき金 100 円に参照パリティを乗じた額とし、

参照パリティが 100％以下となる場合には、各社債の金額 100 円につき金 100 円とす

る。 

 

なお、「参照パリティ」は、以下に定めるところにより決定された値とする。 

(ⅰ) 当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみで

ある場合 

当該普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時

点で有効な転換価額（第 16 項第(3)号(ハ)①(ⅰ)に定義される。以下同じ。）で

除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを

百分率で表示する。） 

(ⅱ) (ⅰ)以外の場合 

会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関し

て支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日（決議

又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはか

かる公表の日）の直後の取引日（株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取

引所」という。）において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所

において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な

取引制限も含む。）があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものと

する。以下同じ。）に始まる５連続取引日の東京証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値の平均値を、当該５連続取引日の最終日時点で有効な転換

価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、

これを百分率で表示する。）とする。当該５連続取引日において第 16 項第(3)号
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(ハ)③、⑤、⑧及び⑩に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該５

連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、第 16 項第(3)号(ハ)

②乃至⑩に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。 

 

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社とな

る吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、当社が他の会社の完全子会社と

なる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、株式交付親会社が当社の発行

済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上

の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引

き受けられることとなるものをいう。 

 

「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設

合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、

株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続にお

けるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受

けるものをいう。 

 

当社は、本号(イ)①に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回

又は取り消すことはできない。 

 

② 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還 

当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開

買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されて

いる全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを

当社又は公開買付者が公表又は容認し（但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付

け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。）、かつ

公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予

約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日（当該公開買付

けに係る決済の開始日を意味する。）から 15日以内に通知のうえ、当該通知日から 30

日以上 60 日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部（一部は不可）を、本

号(イ)①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還す

るものとする。 

 

本号(イ)①及び②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本号(イ)①の

手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価

を含む条件が公表される前に本号(イ)②に基づく通知が行われた場合には、本号(イ)

②の手続が適用される。 

 

③ スクイーズアウト事由による繰上償還 

当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全て

を対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配

株主（会社法第 179 条第１項に定義される。）による当社の他の株主に対する株式等

売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当

社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合（以下「スク

イーズアウト事由」という。）、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可

能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から 14 日以内に通知

したうえで、当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、当該スクイーズア
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ウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から

14銀行営業日目以降 30銀行営業日目までのいずれかの日とする｡）に、残存する本社

債の全部（一部は不可）を、本号(イ)①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算

出される償還金額で繰上償還するものとする。 

 

(ロ) 本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還 

① 支配権変動事由による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由（以下に定義する。）が生じた場合、当

該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により

通知し、当該通知日から 30 日以上 60 日以内の日を償還日として、その保有する本社

債の全部又は一部を、本号(イ)①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出され

る償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。 

 

「支配権変動事由」とは、以下の事由をいう。 

特定株主グループ（当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株

券等をいう。）の保有者（同法第 27 条の 23 第３項に基づき保有者に含まれる者を含

む。）及びその共同保有者（同法第 27 条の 23 第５項に規定する共同保有者をいい、

同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。））の株券等保有割合（同法第

27条の 23第４項に規定する株券等保有割合をいう。）が 50％超となった場合 

 

② 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等（以下に定義す

る。）が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所によ

る監理銘柄（審査中）への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場

合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の 12 銀行営業日以上前に事

前通知を行ったうえで、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部

又は一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを、当社に対して

請求する権利を有する。 

 

「上場廃止事由等」とは以下の事由をいう。 

当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第 601 条第１項各号に定

める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業

年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合にお

いて、当該事業年度の末日の翌日から起算して６か月を経過する日までの期間におい

て債務超過の状態でなくならなかった場合 

 

③ 財務制限条項抵触事由が生じた場合における繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由（以下に定義する。）が生じた場

合には、当該事由が生じた日以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の

12 銀行営業日以上前に事前通知を行ったうえで、当該繰上償還日に、その保有する

本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還

することを、当社に対して請求する権利を有する。 

 

「財務制限条項抵触事由」とは、以下の事由をいう。 

当社の 2026 年３月期以降の各事業年度の決算期末日における連結貸借対照表に記載

される純資産合計の額が、当該決算期の直前の事業年度末日における連結の通期の貸

借対照表に記載される純資産合計の額若しくは 2025 年３月期末における連結の通期
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の貸借対照表に記載される純資産合計の額のいずれか大きい方の 75％を下回った場

合又は 2026 年３月期以降の決算期末日における連結損益計算書上の経常利益に関し

て、２期連続して損失を計上した場合 

(3) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上

げる。 

 

14. 本社債の利息支払の方法及び期限 

(1) 本社債の利息は、本新株予約権付社債の払込期日の翌日から満期償還日（但し、繰上償還さ

れる場合は繰上償還日）までこれを付するものとし、2026年６月 15日を第１回の利払日とし

てその日（同日を含む。）までの分を支払い、その後毎年６月 15日及び 12月 15日（但し、繰

上償還される場合には、繰上償還日）（以下「利払日」という。）に、当該利払日の直前の利

払日（第１回の利払日においては払込期日）の翌日から当該利払日（同日を含む。）までの期

間（以下「利息計算期間」という。）について、その日までの利息を支払う。但し、半年分に

満たない利息計算期間につき利息を計算するときは、１年を 365 日とする日割りをもってこ

れを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 

(2) 利払日が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いを当該利払日の直前の銀行営

業日に繰り上げるものとする。 

(3) 本新株予約権の行使の効力発生日から後は、当該行使に係る各本社債の利息は発生しない。

また、当該行使の効力発生日の直前の利払日の翌日から当該行使の効力発生日までの未払利

息は、消滅するものとする。 

(4) 償還期日後は利息を付さない。但し、償還期日に弁済の提供がなされなかった場合には、当

該元本について、償還期日の翌日（同日を含む。）から弁済の提供がなされた日（同日を含

む。）までの期間につき、年 14.0％の利率による遅延損害金を付するものとする。 

 

15. 買入消却 

(1) 当社及びその子会社（以下に定義する。）は、本新株予約権付社債権者と合意のうえ、随時本

新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。 

(2) 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選

択により（当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約

権付社債の交付を受けた後）、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、

かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。当社は、当該

消却される本社債の利息について、当該消却日の直前の利払日（第１回の利払日より前に本

社債が消却される場合においては払込期日）の翌日（同日を含む。）から当該消却日（同日を

含む。）までの期間分の利息を当該消却日に支払うものとする。 

(3) 「子会社」とは、会社法第２条第３号に定める子会社をいう。  

 

16. 本新株予約権の内容 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 49個の本新株予約権を発行する。 

(2) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込み 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法 

(イ) 種類 

 当社普通株式 

(ロ) 数 

本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普

通株式を処分（以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。）
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する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額

を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、１株未満の

端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する（当社が単元株制

度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する

場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金に

より精算し、１単元未満の株式はこれを切り捨てる。）。なお、かかる現金精算にお

いて生じた１円未満の端数はこれを切り捨てる。 

(ハ) 転換価額 

① 転換価額 

(ⅰ) 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用

いられる価額（以下「転換価額」という。）は、643 円とする。なお、転換価額

は本号(ハ)①(ii)又は②乃至⑩に定めるところに従い修正又は調整されること

がある。 

(ii) 2026年６月 15日、2026年 12月 15日、2027年６月 15日、2027年 12月 15日、

2028年６月 15日、2028年 12月 15日、2029年６月 15日、2029年 12月 15日及

び 2030年６月15日（以下、個別に又は総称して「修正日」という｡）において、

修正日まで（当日を含む。）の 20 連続取引日の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、

その端数を切り上げた金額。以下「修正日価額」という。）が、修正日に有効な

転換価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に

修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限転換価額（以下に

定義する。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とする。「下

限転換価額」とは、500円とする（但し、本号(ハ)②乃至⑩に定めるところに従

って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。）。 

② 転換価額の調整 

当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号(ハ)③に掲げる各事由により当社の発行

済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める

算式（以下「新株発行等による転換価額調整式」という。）により転換価額を調整す

る。 

 

調整後 

転換価額 

 

 

＝ 

 

 

調整前 

転換価額 

 

 

× 

既発行普通 

株式数 

 

＋ 

発行又は 

処分株式数 
× 

１株当たりの発行 

又は処分価額 

時価 

既発行普通株式数 ＋ 発行又は処分株式数 

③ 新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う

場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 時価（本号(ハ)⑥(ⅱ)に定義される。以下同じ。）を下回る払込金額をもって

当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場

合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、

その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交

付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当

社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終

日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）の翌日以降、又はかか

る発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 
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(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株

式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合 

調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権

の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調

整式を適用して算出するものとし、払込期日（募集に際して払込期間を定めた

場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。）の翌日以降又は

（無償割当ての場合は）効力発生日の翌日以降これを適用する。 

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その

日の翌日以降これを適用する。 

(ⅳ) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通

株式を交付する場合 

 調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

(ⅴ) 上記(ⅰ)乃至(ⅳ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当

該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としている

ときには、上記(ⅰ)乃至(ⅳ)にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があ

った日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から

当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権を有する

者（以下「本新株予約権者」という。）に対しては、次の算出方法により、当社

普通株式を交付する。 

交付普通 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

転換価額 － 
調 整 後 

転換価額 × 
調 整 前 転 換 価 額 に よ り 

当該期間内に交付された普通株式数 

調整後転換価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わな

い。 

④ 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記第⑤号に定める特別配当の支払いを実施

する場合には、次に定める算式（以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新

株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。）をもって転換

価額を調整する。 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

時価 ― １株当たりの特別配当 

時価 

「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最

終の基準日における各本社債の金額当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除

した金額をいう。１株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を四捨五入する。 

⑤ (ⅰ) 「特別配当」とは、2030 年 12 月 15 日までの間に終了する各事業年度内に到来

する配当に係る各基準日につき、当社普通株式１株当たりの剰余金の配当（会

社法第 455 条第２項及び第 456 条の規定により支払う金銭も含む。）の額（金銭

以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価

を配当の額とする。）に当該基準日時点における各本社債の金額当たりの本新株

予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額
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が、基準配当金（基準配当金は、2030 年 12 月 15 日までの間に終了する各事業

年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における各本社

債の金額当たりの本新株予約権の目的である株式の数に、12 を乗じた金額の当

該事業年度における累計額）（当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新

株予約権付社債権者と協議のうえ合理的に修正された金額）を超える場合にお

ける当該超過額をいう。 

 (ⅱ) 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係

る会社法第 454条又は第 459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する

月の翌月 10 日以降これを適用する。 

⑥ (ⅰ) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２

位を切り捨てる。 

(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は

調整後転換価額を適用する日（但し、本号(ハ)③(ⅴ)の場合は基準日）又は特

別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日

に先立つ 45取引日目に始まる 30連続取引日の東京証券取引所における当社普通

株式終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。 

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切

り捨てる。 

(ⅲ) 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日が

ない場合は、調整後転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行

済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した

数とし、当該転換価額の調整前に本号(ハ)③又は本号(ハ)⑩に基づき交付され

たものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の

数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新

株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日にお

ける当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まない

ものとする。 

(ⅳ) 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が１円未

満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換

価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調

整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた

額を使用するものとする。 

⑦ 本新株予約権付社債の発行後、本号(ハ)⑧に掲げる各事由により当社の普通株式数に

変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行

又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額（本号(ハ)⑧(ⅱ)の場合は、

取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する

場合の当社普通株式１株当たりの対価、本号(ハ)⑧(ⅲ)の場合は、取得条項付株式又

は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式１株当たりの対価（総称して、

以下「取得価額等」という。）をいう。）が、本号(ハ)⑧において調整後転換価額の適

用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該

払込金額又は取得価額等と同額（但し、調整後転換価額が 500 円を下回ることとなる

場合には、500円とする。）に調整される。 

⑧ 本号(ハ)⑦により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場

合（但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権（新株予約権付
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社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の

取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株

式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付に

より当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終

日とする｡）の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又

は付与する場合 

調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終

日とし、新株予約権の場合は割当日とする。）の翌日以降、又は（無償割当ての

場合は）効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む｡）の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合 

調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

(ⅳ) 本(ⅰ)及び(ⅱ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該

基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としていると

きには、本(ⅰ)及び(ⅱ)にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった

日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該

承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、

本号(ハ)③(ⅴ)に定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。 

⑨ 本号(ハ)②、④及び⑦のうち複数の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い

金額となる規定を適用して転換価額を調整する。 

⑩ 本号(ハ)③、⑤及び⑧の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合

には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換

価額の調整を行う。 

(ⅰ) 株式の併合、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付のために転換

価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とするとき。 

（ⅲ）当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために

転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅳ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調

整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。 

⑪ 本号(ハ)①(ⅱ)により転換価額の修正を行う場合、又は本号(ハ)②乃至⑩により転換

価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修

正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必

要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の

通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

(4) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

(イ) 本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するも

のとする。 

(ロ) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額と
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する。 

(5) 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権者は、2025年 12月 16日から 2030年 12月 15日（第 13項第(2)号(イ)①乃至③

並びに同(ロ)①乃至③に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還

日の２銀行営業日前（振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。））までの間（以下「行

使期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最

終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後

は、本新株予約権は行使できないものとする。上記にかかわらず、以下の期間については行

使請求ができないものとする。 

(イ) 当社普通株式に係る株主確定日（会社法第 124 条第１項に定める基準日をいう。）及

びその前銀行営業日 

(ロ) 振替機関が必要であると認めた日 

(ハ) 組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に

判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から 14 日以内の日に先

立つ 30 日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。

この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知

する。 

(6) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(7) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(ロ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、

上記(イ)記載の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じ

た額とする。 

(8) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第 22 項記載の行使請求受付場所（以下「行使請求受付

場所」という。）においてこれを取り扱う。 

(9) 本新株予約権の行使請求の方法 

(イ) 本新株予約権の行使請求は、本新株予約権者が本新株予約権付社債の振替を行うため

の口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続きを行

い、行使請求期間中に当該振替機関又は口座管理機関により行使請求受付場所に行使

請求の通知が行われることにより行われる。 

(ロ) 振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者 は、その後、こ

れを撤回することができない。 

(10) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達

した日に発生する。本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る

本社債について弁済期が到来するものとする。 

(11) 当社は、行使請求の効力発生後、当該行使請求に係る本新株予約権付社債権者に対し、当該

本新株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄

に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

(12) 当社による組織再編行為の場合の承継会社等による新株予約権付社債の承継 

当社が組織再編行為を行う場合は、第 13 項第(2)号(イ)①に基づき本新株予約権付社債の繰

上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残

存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の

所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、
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本号(イ)乃至(ヌ)に掲げる内容のもの（以下「承継新株予約権」という。）を交付させるもの

とする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に

係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人とな

るものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。 

(イ) 交付される承継会社等の新株予約権の数 

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が

保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 

(ロ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

(ハ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該

組織再編行為の条件を勘案のうえ、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。な

お、転換価額は第 16 項第(3)号(ハ)①(ⅱ)と同様の修正及び第 16 項第(3)号(ハ)②乃

至⑩と同様の調整に服する。 

① 合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発

生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効

力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保

有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領でき

るように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式

以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市

場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の

普通株式の数を併せて受領できるようにする。 

② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継

会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に

本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる

経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。 

(ニ) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその

算定方法 

承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継

会社等の新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と

同額とする。 

(ホ) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか

遅い日から、本項第(5)号に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、本項

第(5)号に準ずる制限に服する。 

(ヘ) 承継会社等の新株予約権の行使の条件 

本項第(6)号に準じて決定する。 

(ト) 承継会社等の新株予約権の取得条項 

定めない。 

(チ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及

び資本準備金に関する事項 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の

額は、会社計算規則第 17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの

とする。承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する

資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

(リ) 組織再編行為が生じた場合 
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本号に準じて決定する。 

(ヌ) その他 

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の

数につき、１株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算

する（承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約

権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買

取請求権が行使されたものとして現金により精算し、１株未満の端数はこれを切り捨

てる。）。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の

所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものと

する。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等

が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編

行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社

債の代わりに交付できるものとする。 

 

17． 特約 

(1) 担保提供制限 

(イ) 当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、

当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合

には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を

設定する。 

(ロ) 本号(イ)に基づき本新株予約権付社債に担保権を設定する場合、本社債を担保するの

に十分な担保権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続その他担保権の設定に

必要な手続を速やかに完了のうえ、担保付社債信託法第 41 条第４項の規定に準じて

公告するものとする。 

(2) 期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、直ちに本社債につき期限の利益を喪失す

るものとする。 

(イ) 第 13項又は第 14項の規定に違背したとき。 

(ロ) 本項第(1)号の規定に違背したとき。 

(ハ) 本新株予約権付社債権者が本新株予約権付社債の買取りに関して当社と締結した契約

に違背し、本新株予約権付社債権者から是正を求める通知を受領した後 30 日以内に

その履行又は是正をしないとき。 

(ニ) 本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をす

ることができないとき。 

(ホ) 社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその

弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に

対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行

をすることができないとき。但し、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 100,000,000

円を超えない場合は、この限りでない。 

(ヘ) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締

役会において解散（合併の場合を除く。）に係る議案を株主総会に提出する旨の決議

をしたとき。 

(ト) 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始

の命令を受けたとき。 

 

18. 社債管理者 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されな
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い。 

 

19. 本新株予約権付社債権者に対する通知の方法 

本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。但し、

法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本新株予約権付社債権者に書面により通知

する方法によることができる。 

 

20. 社債権者集会に関する事項 

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも２週間前ま

でに本社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第 719条各号所定の事項を通知する。 

(2) 本社債の社債権者集会は神奈川県においてこれを行う。 

(3) 本社債の種類（会社法第 681 条第１号に定める種類をいう。）の社債の総額（償還済みの額を

除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の 10 分の１以上にあたる本社

債を有する本新株予約権付社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記

載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。 

 

21. 振替機関 

株式会社証券保管振替機構 

 

22. 行使請求受付場所 

三井住友信託銀行 証券代行部 

 

23. 償還金の支払 

本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。 
 

24. 財務代理人 

本社債の財務代理人は株式会社横浜銀行とする。 

財務代理人は、発行代理人及び支払代理人を兼ねるものとする。 

財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務又は責任を負わず、また本社債の社債権者

との間にいかなる代理関係又は信託関係を有しない。 

 

25. 準拠法 

日本法 

 

26. その他 

(1) 本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とす

る。 

(2) 上記の他、本新株予約権付社債の発行に関して必要な一切の事項の決定は当社代表取締役社

長に一任する。 

(3) 当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権付社債の発行要項の規定中読み替えそ

の他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

以  上 
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